
Process 

（厚労省提出指標・ＤＰＣ指標）

指標 

ICD-10 コード 病名 

O$ 妊娠、分娩および産褥 

レセ電コード 診療行為コード 診療行為名 

190128110 A236-2 ハイリスク妊娠管理加算 

190120710 A237 ハイリスク分娩管理加算 

50

指標の意義 

全分娩中ハイリスク妊娠またはハイリスク分娩

管理対象者の割合 

指標の定義・算出方法 

分子の定義 

Ⅰ. ハイリスク妊娠管理加算かハイリスク分娩管理加算を受けた症例 

E/Fファルの診療行為の点数コードのいずれかに以下が含まれる症例 

周産期医療における急性期病院の役割、機能。二次・三次医療機関としての役割を見る。 

考察 

最小値 0.00 25％値 0.00 中央値 9.28 75％値 17.75 最大値 28.57 

回答病院 20 

 集計で0以外の数値を入力した月のある病院は20病院でした。うち12ヶ月すべてでデータ提出していたの

は19病院でした。データを提出は2022年の17病院から3病院増加しています。 

 昨年の値は最小値0.00、25％値2.05、中央値9.13、75％値17.75、最大値 28.57でした。分娩のために入

院した患者（分母）の全病院の合計は2020年4557、2021年4333、2022年4143、2023年3890でした。加算を

算定した患者（分子）の合計は2020年578、2021年539、2022年584、2023年588でした。若干の変動はあり

ますが、民医連で扱っている分娩数は年々減少する傾向にありますが、ハイリスク妊娠を扱っている数は

大きな変動がありません。 

 周産期の二次・三次の機能を担える病院は限られます。産婦人科を擁する病院は、それぞれの病院の力

量に応じて地域への貢献を進めていくべき領域と考えられます。 

測定上の限界・解釈上の注意 

当該管理料を算定するにはハイリスク妊産婦を適切に管理するとともに、一定数以上の産科医師や一定

数以上の分娩を実施しているなどの施設基準が定められている。すなわち当該管理料の算定の有無はスト

ラクチャー的要素に依存する。 

改善・運用事例など 

○2023年の改善事例の報告はありませんでした。 

・必要データセット：DPC様式１、E/Fファイル 

・分子：分母のうち、ハイリスク妊娠・分娩管理加算を算定された症例 

・分母：妊娠あるいは分娩に関連する疾病の治療・分娩のために入院した患者 

・分子÷分母（単位：パーセント） 

分母の定義 

Ⅰ.解析期間に退院した症例を対象とする 

Ⅱ.このうち、妊娠あるいは分娩に関連する疾病の診断を受けた症例。いずれかの病名のICD-10コードとして以

下のいずれかが含まれる症例 










